
別添 

県立特別支援学校電源キャビネット設置業務仕様書  

 

１ 概要  

本業務は、表１－１に記載する鳥取県立特別支援学校（以下「各学校」という。）

に電源キャビネット（以下「キャビネット」という。）を整備するものである。 

 

２ 業務期間 

  契約締結日から令和３年３月１２日まで 

  ※ただし、キャビネットの設置は令和３年２月２６日までに完了すること。 

  ※なお、受注者の責めに帰さない事由により、上記の期限までに設置を完了でき

ない見込みとなった場合には、早急に発注者に連絡し、その後の対応について

協議すること。 

 

３ 業務内容  

  キャビネットを調達し、表１－１に記載する納入場所に設置する。機器仕様につ

いては、別紙のとおりとする。  

なお、具体的な設置場所については、各学校が別途指定する教室等とする。  

また、設置に当たっては、教室等の床又は壁への固定を必須とする。  

 

表１－１ 納入場所及び設置数量一覧 

学校名 住所 ４２台収納タイプ ２２台収納タイプ 

鳥取盲学校 鳥取市国府町宮下1265 ０台 １台 

鳥取聾学校 鳥取市国府町宮下1261 ０台 １台 

鳥取養護学校 鳥取市江津260 １台 ０台 

白兎養護学校 鳥取市伏野1550-1 １台 ２台 

白兎養護学校 

訪問学級 

鳥取市三津876 

鳥取医療センター内 
０台 １台 

倉吉養護学校 倉吉市長坂新町1231 ２台 ０台 

皆生養護学校 米子市上福原7丁目13-4 ０台 ２台 

米子養護学校 米子市蚊屋343 ２台 １台 

鳥取聾学校 

ひまわり分校 
米子市上福原7丁目13-1 ０台 １台 

合計 ６台 ９台 

 

４ 作業日程等  

本業務の作業時間は、原則として鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥取県条

例第５号）に規定する鳥取県の休日を除く日の午前９時から午後４時３０分までと

する。 

なお、具体的な作業日程については、各学校の担当者と調整すること。  

 

５ 提出物  

受注者はキャビネットの設置後、表１－２に記載する図書をＡ４版でファイリン

グし、発注者に提出すること。 

  なお、各学校には、取扱説明書を提出すること。 

 

 

 

 



 

表１－２ 提出物一覧 

名称 内容 図書 

新品証明書 新品証明書（納品物が新品であることが証明

できる書類） 
１部 

完成図 機器設置図 １部 

写真 写真（作業前・作業後の各部屋の写真） １部 

メーカー保証書 － １部 

 

６ 産業廃棄物の処理  

設置等に伴い発生する産業廃棄物については、関係法令等に従い適切に処理する

こと。 

 

７ 損傷補償  

キャビネットの搬入、設置作業（以下「作業」という。）は全て受注者の責任施工

により行うものとし、損傷補償は次に定めるところによる。 

（１）作業に当たり施設を損傷し、又は作業敷地外の土地を踏み荒らし、あるいは道

路の損傷など第三者に損害を与えた場合の補償は受注者が負担するものとする。 

（２）作業に当たり各学校の施設などに損傷を与えた箇所は、発注者の指示に従い速

やかに原形に修復すること｡ 

（３）作業において、施設の削り取り、孔あけ等を行う場合は、発注者又は各学校の

担当者の指示に従い最小限度とし、体裁良く修復すること。 

 

８ 仕様書遵守に要する経費 

  この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。  

 

９ その他 

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項について

は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

 

１０ 一般的事項 

（１）資料提供 

ア 受注者から発注者に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった

場合、発注者と受注者で協議の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提

供を行う。 

イ 受注者は、発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の

注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、又は第三者

に提供してはならない。 

ウ 受注者は、本契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務

遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指

示に従った処置を行うものとする。 

エ 発注者及び受注者は、アからウにおける資料等の提供、返還その他処置等に

ついて、書面をもってこれを行うものとする。 

 

（２）完了報告及び検査 

受注者は業務完了後、１０日以内に業務完了報告書を作成して発注者に提出し、

発注者の確認を受けるものとする。 

 



 

（３）委託料の支払 

ア 受注者は、（２）の検査により適正と認められた後、速やかに委託料の請求

書を発注者へ提出するものとする。  

イ 発注者は、正当な請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うもの

とする。  

ウ 発注者が、正当な理由なくイに規定する支払期間内に支払を完了しないとき

は、受注者は、未払金額に対し、遅延日数に応じ鳥取県会計規則（昭和３９年鳥

取県規則第１１号）第１２０条の規定により計算した額の遅延利息を甲に請求する

ことができる。  

 

（４）違約金 

ア 発注者は、受注者が本業務の履行に当たり義務を怠ったときは、違約金の支

払を受注者に請求することができる。 

イ アの違約金は、委託料総額に対し、鳥取県会計規則第１２０条の規定により

計算した額とする。 

 

（５）追完請求権 

ア 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本契約書及び

仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期

間を定めて発注者の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不

足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

イ アの規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間

内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求する

ことができる。 

ウ ア及びイの規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の

解除を妨げるものではない。 

 

（６）任意解除 

ア 発注者は、（７）又は（８）の規定によるほか、必要があるときは、この契

約を解除することができる。 

イ アの解除に伴う損害賠償等については、発注者と受注者で協議して定める。  

 

（７）催告による解除 

ア 発注者は、受注者が次の（ア）から（エ）のいずれかに該当するときは相当

の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約

を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履

行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りで

ない。 

（ア）委託業務を遂行する見込みがないとき又は委託業務を委託期間内に履行す

る見込みがないと認められるとき。 

（イ）正当な理由なく、発注者の指揮監督に従わないとき。 

（ウ）（５）のアの履行の追完がなされないとき。 

（エ）（ア）から（ウ）に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

イ 受注者は、アの規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料

総額の１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、

この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな

い事由による場合は、この限りでない。 

 



 

（８）催告によらない解除 

ア 発注者は、受注者が次の（ア）から（キ）のいずれかに該当するときは、直

ちにこの契約を解除することができる。 

（ア）履行不能が明らかであるとき。 

（イ）履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（ウ）一部の履行が不能である場合又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示

した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで

きないとき。 

（エ）（ア）から（ウ）に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、

発注者が（７）のアの催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行

がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

（オ）受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条に違

反する行為又は刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法

第１９８条に規定する行為をしたと認められるとき。 

（カ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構

成員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。  

（キ）次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当

該行為を行ったと認められるとき。 

ａ 暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に

事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び

経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。）とする

ことその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。  

ｂ 暴力団員を雇用すること。 

ｃ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用する

こと。 

ｄ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、

金銭、物品その他財産上の利益を与えること。 

ｅ  暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。  

ｆ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。  

ｇ 暴力団若しくは暴力団員であること又はａからｆまでに掲げる行為を行

うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業

務を下請等させること。 

イ 受注者は、アの規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料

総額の１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、

この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな

い事由による場合は、この限りでない。 

 

（９）解除の制限 

 （７）のアの（ア）から（エ）及び（８）のアの（ア）から（エ）までの規定

に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、

（７）及び（８）の規定による契約の解除をすることができない。  

 

（１０）守秘事項等  

ア  受注者は、本業務に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は発注者の承

認を受けないで資料等を第三者に閲覧させてはならない。  



 

イ  受注者は、本業務に従事する者並びに（１１）の規定により本業務を再委託

する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、アの規定を遵守させなけれ

ばならない。  

ウ  発注者は、受注者がア及びイの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与

えた場合は、受注者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をする

ことができるものとする。  

エ  アからウまでの規定は、本業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同

様とする。  

 

（１１）再委託の禁止 

ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。  

イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、（ア）の承認をしないものとする。

ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。 

（ア）再委託の契約金額が本業務の委託料の額の５０パーセントを超える場合  

（イ）再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 

ウ 発注者の承認により受注者が第三者に再委託を行う場合は、受注者は再委託

先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を

負担させなければならない。 

 

（１２）調査等 

 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況につい

て調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者はこれに従

わなければならない。  

 

（１３）損害賠償 

ア 受注者は、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関し発注者又は第

三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。  

イ 発注者及び受注者両者の責めに帰することのできない理由により、受注者が

本契約による義務の全部又は一部を履行することができないときは、受注者は、

当該部分についての義務の履行を免れるものとし、発注者は、当該部分につい

て代価の支払義務を免れるものとする。 

ウ イ以外の場合においては、発注者と受注者で協議してその損害の負担を定め

るものとする。 

 

（１４）権利義務の譲渡等の禁止  

受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若し

くは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あら

かじめ発注者の承認を得た場合は､この限りでない。 

 

（１５）専属的合意管轄裁判所 

本業務に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄とす

る裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、民事訴訟法（平成８年法

律第１０９号）第６条第１項に規定する場合については、大阪地方裁判所を専属的

合意管轄裁判所とする。 

 



 

別紙  

電源キャビネット機器仕様  

 

（１）４２台収納タイプ 

項目 内容 

形状 
サイズ：W900mm×D570mm×H1125mm 以内（突起物含まず） 

タブレット収納部：W349mm×D245mm×H30mm 以上 

性能 

・鍵付きであること。 

・タブレット端末を、タブレット端末本体カバー又は専 

用キーボードを装着した状態で保管できること。 

・１台でタブレット端末４２台分を保管可能であること。 

・扉は両開き又はフラップ扉とし、両開きの場合は、使用

者の安全を考慮して２７０度まで開くことが可能であ

り、かつ扉は全開時にはマグネットで側板に固定できる

ものであること。 

・ＯＡタップをつなぐコンセント口を４個以上有している

こと。 

その他 

・給電ハブを付属すること。 

・床又は壁に固定するための金具を付属すること。 

・その他必要と思われる物品について、受注者負担で用意 

すること。 

参考品番 
コクヨ SPC－SD44KBT－SAW1 

エレコム TB-SB42 

 

（２）２２台収納タイプ 

項目 内容 

形状 
サイズ：W720mm×D600mm×H1110mm 以内（突起物含まず） 

タブレット収納部：W349mm×D245mm×H30mm 以上 

性能 

・鍵付きであること。 

・タブレット端末を、タブレット端末本体カバー又は専用

キーボードを装着した状態で保管できること。 

・１台でタブレット端末２２台分を保管可能であること。 

・扉は両開き又はフラップ扉とし、両開きの場合は、使用

者の安全を考慮して２７０度まで開くことが可能であ

り、かつ扉は全開時にはマグネットで側板に固定できる

ものであること。 

・ＯＡタップをつなぐコンセント口を２個以上有している

こと。 

その他 

・給電ハブを付属すること。 

・床又は壁に固定するための金具を付属すること。 

・その他必要と思われる物品について、受注者負担で用意 

すること。 

参考品番 

コクヨ SPC－SD22KBT－SAW1 

エレコム TB-SBEH22 

ガイアエデュケーション TKB-24GA-RO24 

 

 


